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関 係 団 体 の 長  様  

 

山口県土木建築部建築指導課企画監 

 

 

工事費内訳書の取扱いの一部改正について（お知らせ） 

 

 

平素から本県の建築行政の推進につきまして、格別のご協力を賜り厚くお礼申し

上げます。 

 このことについて、技術管理課より令和７年 12月 12日付令７技術管理第 564-3

号にてお知らせしているところですが、営繕工事における内訳書への記載について

は、別紙を参考にしていただきますようお願いします。 

 

 

  

建築指導課 営繕調整班 

 TEL:083-933-3843 

 FAX:083-933-3869 



 （別紙） 

＜参考＞ 今回、新たに内訳書に記載すべき項目の内容（営繕工事） 
項 目 内 容 

材料費 

【直接工事費の内数として記載】 

直接工事費に計上されるもの。主要な材料は必須とし、雑材

料、建設機械の燃料費、仮設材の賃貸料金の計上はしなくて

よい。 

労務費 
【同上】 

直接工事費に計上されるもの。積上げ可能な方式（歩掛等）

で積算した労務費を計上。市場単価方式等の他材工共の施工

単価は計上しなくてもよい。 

建退共制度の掛け金 
【現場管理費の内数として記載】 

建退共に加入していない場合は、中退共、自社の退職金制度

の費用を計上。 

法定福利費の事業主負担額 

【工事原価の内数として記載】 

公共建築工事では一般的に直接工事費に含まれるため、工事

原価の内数として現場労働者に関する労災保険料、雇用保険

料、健康保険料（介護保険料を含む）及び厚生年金保険料（子

ども・子育て拠出年金含む）の法定の事業主負担額を計上。 

安全衛生経費 
【同上】 

労働安全衛生法令等に基づく労働災害防止対策に必要な経

費※を計上。 

※項目については、建設工事における「安全衛生対策項目の確認表（参考ひな形）」を参考とする 

 

＜参考＞ 内訳書への記入例（営繕工事） 

 


